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児童家庭相談室では、子どもに関するあらゆる悩みごと・困りごとなど
に対し、専任の相談員がどうしたら解決できるか、相談者と一緒に考え
ます。
相談は無料で、秘密は固く守られます。ひとりで悩まず、まず電話して
ください。

子育て支援
児童家庭相談室

※子どもが日本にいな
くて、養育している場
合は、別途書類が必
要です。

国の制度で、12歳以下の子どもがいて、一定
の所得以下の家庭に対して支給されます。

児童手当

糸魚川市では、０歳から小学校６年生までの
お子さんの医療費の助成をしています。（ただ
し所得制限があります）

乳幼児医療費助成

日本では、高齢化が進む一方、高齢者を介護する若い世代の人口が減るなど、家族だけで介護を支えていくことが難しくなりつつあり
ます。
介護保険制度は、このような問題を社会全体で捉え、誰もが安心して老後を迎えられるようにという考えのもとに生まれました。介護
サービスを利用するためには、糸魚川市に申請をして「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。

児童の年齢及び出生順位 支給月額
（１人につき）

（相談専用電話）025-550-1008
◆相談日　月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末年始休み）
◆時　間　午前８:３０～午後５:００
◆場　所　糸魚川市役所１階　福祉事務所子育て支援室内

３歳の誕生月分まで

３歳の誕生月の
翌月分から

出生順位にかかわらず 10,000円

5,000円

10,000円

第１子・第２子

第３子以降

対象年齢 お医者さんに払う金額
入　院

通　院

０歳から小学校卒業まで

０歳から小学校入学前まで

1,200円/日

530円/回

診療内容

介護保険

糸魚川市福祉事務所

TEL.025-552-1511

問い合わせ先

糸魚川市福祉事務所

TEL.025-552-1511

問い合わせ先


